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栃 木 県 規 則 第 八 号

行 政 書 士 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 二 十 七 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

行 政 書 士 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

行 政 書 士 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 二 年 栃 木 県 規 則 第 六 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 業 務 に 関 す る 帳 簿 ） （ 業 務 に 関 す る 帳 簿 ）

第 四 条 法 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 知 事 の 定 め る 事 第 四 条 法 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 知 事 の 定 め る 事

項 は 、 受 託 番 号 と す る 。 項 は 、 受 託 番 号 及 び 作 成 し た 書 類 の 枚 数 と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）
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栃 木 県 規 則 第 九 号

栃 木 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 二 十 七 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 三 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第17条関係） 別表第１（第17条関係）

略 略

備考この表により算出した額に10円未満の端備考

数があるときは当該端数を切り捨てるも １ホルを利用する場合における時間外利、 ー

のとする 用料金の基準額は条例別表第１の入場料。 、

を徴収しない場合の利用料金の基準額を基

準として算出した額とする。

２この表により算出した額に10円未満の端

数があるときは当該端数を切り捨てるも、

のとする。

別表第２（第18条関係） 別表第２（第18条関係）

利用 利用

分
名 称

施設
単位

料金の分
名 称

施設
単位

料金の

類 区分 基準額類 区分 基準額

（円） （円）

舞略 略略略 舞略 略略略

台 台

附バレエ用シト略略略 附バレエ用シト略略略ー ー

属 属

設 略略略 設 略略略

備 備

及 略略略 及 略略略

び び

器 器雪かご ホル式1,330ー

具 具

略 略略略 略 略略略

照略 略略略 照略 略略略

明 明

附フロントサイド略略略 附第１フロントサ略略略

属スポットライト 属イドスポットラ

設 設イト

備 備

及 及第２フロントサメイン列740
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栃 木 県 規 則 第 九 号

栃 木 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 二 十 七 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 三 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第17条関係） 別表第１（第17条関係）

略 略

備考この表により算出した額に10円未満の端備考

数があるときは当該端数を切り捨てるも １ホルを利用する場合における時間外利、 ー

のとする 用料金の基準額は条例別表第１の入場料。 、

を徴収しない場合の利用料金の基準額を基

準として算出した額とする。

２この表により算出した額に10円未満の端

数があるときは当該端数を切り捨てるも、

のとする。

別表第２（第18条関係） 別表第２（第18条関係）

利用 利用

分
名 称

施設
単位

料金の分
名 称

施設
単位

料金の

類 区分 基準額類 区分 基準額

（円） （円）

舞略 略略略 舞略 略略略

台 台

附バレエ用シト略略略 附バレエ用シト略略略ー ー

属 属

設 略略略 設 略略略

備 備

及 略略略 及 略略略

び び

器 器雪かご ホル式1,330ー

具 具

略 略略略 略 略略略

照略 略略略 照略 略略略

明 明

附フロントサイド略略略 附第１フロントサ略略略

属スポットライト 属イドスポットラ

設 設イト

備 備

及 及第２フロントサメイン列740
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び びイドスポットラホルー

器 器イト

具 具

第３フロントサメイン列740

イドスポットラホルー

イト

略 略略略 略 略略略

センタピンス略略略 センタピンス略略略ー ー

ポットライト ポットライト

プロジェクタホル台2,770ー ー

スポットライト

（1.2ＫＷ）

プロジェクタホル台3,920ー ー

スポットライト

（４ＫＷ）

ＨＭＩスポットホル台1,110ー

ライト

略 略略略 略 略略略

ストリップライ略略略 ストリップライ略略略

ト（12灯用） ト（12灯用）

スライドキャリホル台1,110ー

アマスク

エフェクトマ略略略 エフェクトマ略略略

シン シンー ー

センタレスマホル台1,110ー ー

シンー

リップルマシホル台1,110ー ー

ン

ファイヤマホル台1,110ー ー

シンー

ドラムマシンホル台1,110ー ー

ミラボル略略略 ミラボル略略略ー ー ー ー

オバヘッドホル台1,670ー ー ー

マシンー
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び びイドスポットラホルー

器 器イト

具 具

第３フロントサメイン列740

イドスポットラホルー

イト

略 略略略 略 略略略

センタピンス略略略 センタピンス略略略ー ー

ポットライト ポットライト

プロジェクタホル台2,770ー ー

スポットライト

（1.2ＫＷ）

プロジェクタホル台3,920ー ー

スポットライト

（４ＫＷ）

ＨＭＩスポットホル台1,110ー

ライト

略 略略略 略 略略略

ストリップライ略略略 ストリップライ略略略

ト（12灯用） ト（12灯用）

スライドキャリホル台1,110ー

アマスク

エフェクトマ略略略 エフェクトマ略略略

シン シンー ー

センタレスマホル台1,110ー ー

シンー

リップルマシホル台1,110ー ー

ン

ファイヤマホル台1,110ー ー

シンー

ドラムマシンホル台1,110ー ー

ミラボル略略略 ミラボル略略略ー ー ー ー

オバヘッドホル台1,670ー ー ー

マシンー
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略 略略略 略 略略略

星球 略略略 星球 略略略

ロスコマシンホル台1,730ー

波マシンエ略略略 波マシンエ略略略ー ー

フェクトライト フェクトライト

ＩＴＯセンタレホル台640ー

ス

音略 略略略 音略 略略略

響 響

附ポタブルマイ略略略 附ポタブルマイ略略略ー ー

属クシステム 属クシステム

設 設

備 備可搬型マイクロホル本870ー

及 及ホンエレベー

び びター

器 器

具略 略略略 具略 略略略

オプンテプ略略略 オプンテプ略略略ー ー ー ー

レコダ レコダー ー ー ー

レコドプレホル台1,670ー ー ー

ヤー

練習室台1,110

デジタルオデホル台1,110ー ー

オテプレコー ー

ダー

略 略略略 略 略略略

マルチケブル略略略 マルチケブル略略略ー ー

音響効果機器ホル台1,030ー

音響補正機器ホル台510ー

そ そスライドプロ共通 台1,330

の のジェクター

他 他

の のビデオデッキ共通 台1,110

附 附

属ビデオカメラ略略略 属ビデオカメラ略略略

設 設

備略 略略略 備略 略略略
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略 略略略 略 略略略

星球 略略略 星球 略略略

ロスコマシンホル台1,730ー

波マシンエ略略略 波マシンエ略略略ー ー

フェクトライト フェクトライト

ＩＴＯセンタレホル台640ー

ス

音略 略略略 音略 略略略

響 響

附ポタブルマイ略略略 附ポタブルマイ略略略ー ー

属クシステム 属クシステム

設 設

備 備可搬型マイクロホル本870ー

及 及ホンエレベー

び びター

器 器

具略 略略略 具略 略略略

オプンテプ略略略 オプンテプ略略略ー ー ー ー

レコダ レコダー ー ー ー

レコドプレホル台1,670ー ー ー

ヤー

練習室台1,110

デジタルオデホル台1,110ー ー

オテプレコー ー

ダー

略 略略略 略 略略略

マルチケブル略略略 マルチケブル略略略ー ー

音響効果機器ホル台1,030ー

音響補正機器ホル台510ー

そ そスライドプロ共通 台1,330

の のジェクター

他 他

の のビデオデッキ共通 台1,110

附 附

属ビデオカメラ略略略 属ビデオカメラ略略略

設 設

備略 略略略 備略 略略略
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及 及

びモニタテレビ略略略 びモニタテレビ略略略ー ー

器 器

具 具オバヘッド共通 台1,330ー ー

カメラ装置

オバヘッド共通 台1,330ー ー

プロジェクター

16㎜映写機共通 台4,930

略 略略略 略 略略略

ピアノ（外国製ホル略略 ピアノ（外国製ホル略略ー ー

グランド） グランド）

リハ 台1,670ー

サル室

ピアノ（国産グ略略略 ピアノ（国産グ略略略

ランド） ランド）

音楽練略略 音楽練略略

習室 習室

リハ 台1,670ー

サル室

略 略略略 略 略略略

備考略 備考略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 県 民 文 化 課 ）
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及 及

びモニタテレビ略略略 びモニタテレビ略略略ー ー

器 器

具 具オバヘッド共通 台1,330ー ー

カメラ装置

オバヘッド共通 台1,330ー ー

プロジェクター

16㎜映写機共通 台4,930

略 略略略 略 略略略

ピアノ（外国製ホル略略 ピアノ（外国製ホル略略ー ー

グランド） グランド）

リハ 台1,670ー

サル室

ピアノ（国産グ略略略 ピアノ（国産グ略略略

ランド） ランド）

音楽練略略 音楽練略略

習室 習室

リハ 台1,670ー

サル室

略 略略略 略 略略略

備考略 備考略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 県 民 文 化 課 ）
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栃 木 県 規 則 第 十 号

栃 木 県 県 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 二 年 三 月 二 十 七 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 県 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 県 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 九 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 二 号 及 び 別 記 様 式 第 三 号 中 「ついて」 の 次 に 「 入居時における家賃（ 円）の12箇、

月分に相当する額を限度として」 を 加 え る 。

「 「

別 記 様 式 第 四 号 中 平成年度申告分を 年度申告分に 改 め る 。

」 」

附 則

１ こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 栃 木 県 県 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 さ れ た 諸 用 紙 は 、 こ の 規 則 の

施 行 の 際 現 に 残 存 す る も の に 限 り 、 当 分 の 間 、 所 要 の 補 正 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

（ 住 宅 課 ）


